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項番号 変更前 変更後 改定理由 

2 ページ 

第 2章 

タイトル 

第２章 理事長の業務 

 

 

第２章 実施医療機関の長の業務 

 

第２章第 12 条に病院長の役割を

追記することによる記載の整備 

 

6 ページ 

（病院長に

よる許可） 

（該当項目なし） （病院長による許可） 

第１２条 第２章の各条に定める理事長の指示及び

決定にあたっては、病院長からあらかじめ治験等審

査委員会の意見を踏まえた許可が得られていなけれ

ばならない。 

 

病院長による許可の記載を追記

した。 

 

13 ページ 

（施行期日） 

（該当項目なし） 附則 

（施行期日） 

この手順書は令和５年９月１日から施行する。 

 


